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緊急事態宣言期間中の部活動に関するお知らせ 

    

  平素は、本校教育の推進にご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

  さて、大阪狭山市教育委員会より、大阪府の要請を受けた緊急事態宣言期間中の

部活動の取扱いが示されました。それに伴い、本校の部活動について下記の通りとします

ので、ご理解のほどよろしくお願いします。 

  なお始業式を含め、３０日からの教育活動は予定通り行います。健康観察等、感

染症対策へのご協力について引き続きよろしくお願いします。 

 

記 

 

〇全ての部活動について、原則休止します。 

ただし、公式試合等が１週間後に控えており、試合等への参加・出場を本人及

びその保護者が希望している場合は、十分な感染防止対策を講じたうえで、時間

を制限して活動します。 

〇公式試合等は引き続き全て無観客開催となっています。 

    会場まで子どもを引率する保護者が会場周辺に、無断駐車をしたり、会場に無

理やり入り、試合が中断するなど会場校及び周辺住民より苦情がきています。本

校保護者にはそのようなことがないと思いますが、引き続きご協力をお願いします。  

〇詳細については、それぞれのクラブの顧問より、お知らせします。 


